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・M
achine

（
設
備
）：

設
備
、
治
工
具

等
・M

ethod

（
手
順
）：

作
業
手
順
、
管

理
手
順
、
検
査
手
順
等

・E
ngineer

（
技
術
）：

新
技
術
導
入
、

技
術
開
発

大
企
業
で
は
、
人
的
資
源
の
確
保
、

設
備
投
資
、
備
品
購
入
、
経
費
等
は
、

経
営
状
態
、
経
営
戦
略
を
配
慮
し
な
が

ら
、
稟
議
規
程
等
の
手
順
で
資
源
を
使

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
が
多
い
で

れ
か
ら
説
明
す
る
要
求
事
項
が
確
実
に

守
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
管
理
の
対
象
を
広
く
捉
え
て
直
接

指
示
命
令
で
き
る
範
囲
の
み
で
な
く
、

影
響
力
を
行
使
で
き
る
範
囲
も
管
理
の

対
象
と
し
て
「
見
え
る
化
」
し
、
関
係

者
に
伝
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

１
‐
２
組
織
管
理
（
図
１
‐
２
）

人
的
資
源
を
含
む
資
源
を
効
果
的
に

活
用
す
る
た
め
の
要
求
事
項
で
す
。

資
源
は
効
果
的
に
活
用

資
源
（
４
Ｍ
＋
１
Ｅ
）
が
使
え
な
い

と
、
日
常
活
動
も
改
善
活
動
も
出
来
ま

せ
ん
。

４
Ｍ
＋
１
Ｅ
と
は
？

・M
an

（
人
）：

知
識
、
技
能
、
力
量
、

自
覚
等

・M
aterial

（
物
）：

原
材
料
、
部
材
、

部
品
等

方
針
実
現
の
た
め
に
、「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
」
を
確
実
に
回
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
改
善
す
る
に
は
、
ま
ず
体

系
的
な
経
営
シ
ス
テ
ム
に
改
善
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、「
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」
を
確
実
に
回
す
た

め
の
エ
コ
ス
テ
ー
ジ
規
格
要
求
事
項
並

び
に
、
そ
の
意
図
・
目
的
の
説
明
と
環

境
の
視
点
・
観
点
を
加
え
た
経
営
改
善

の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

本
稿
で
は
、
適
用
範
囲
、
組
織
管
理
、

方
針
、
計
画
（Plan

）
に
つ
い
て
詳
し

く
述
べ
ま
す
（
図
に
示
し
た
部
分
は
エ

コ
ス
テ
ー
ジ
規
格
要
求
事
項
）。

1.
シ
ス
テ
ム
全
般
と
組
織
管
理

１
‐
１
シ
ス
テ
ム
全
般
（
図
１
‐
１
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
全
般
と
管

理
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
の
要
求
事

項
で
す
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
先
も
管
理
対
象

効
果
的
な
経
営
を
行
う
た
め
に
は
、

外
注
、
調
達
、
請
負
等
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス

先
に
要
求
事
項
を
守
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
外
部

も
含
め
た
適
用
範
囲
を
明
確
に
し
、
こ
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①組織は、環境経営システムを確
立し、文書化し、実施し、適切
に維持、改善するために、エコ
ステージ規格の要求事項を、自
分たちの組織に見合った方法
で、具体的にどのように実現し
ていくのかを決定すること。

②組織は、環境経営システムの適
用範囲を適切に定め、文書化す
ること。

図1-1 システム全般

①経営層は、環境経営システムを確立し、実施し、維持するために必要な
経営資源を利用できるようにすること。

②組織は、役割、責任および権限を、適切かつ具体的に定め、文書化する
こと。

③組織は、定められた役割、責任および権限を確実に要員に伝達し、理解
させること。

④最高経営層は、管理責任者（複数も可）を指名し、確実に環境経営シス
テムを確立し、実施し、維持するために必要な役割、責任および権限を、
管理責任者に与えること。

⑤管理責任者は、システムの見直しのために、システム改善のための提案
を含めて、環境経営システムの実績を最高経営層に対して報告すること。

図1-2 組織管理
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す
が
、
中
小
企
業
で
は
、
経
営
層
の
み

が
資
源
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

場
合
も
多
い
で
す
。

有
効
に
資
源
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
は
、
経
営
層
の
み
で
は
な

く
、
責
任
者
が
、
必
要
な
資
源
を
明
確

に
し
、
経
営
層
に
提
案
し
、
経
営
層
が

適
切
に
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

役
割
と
責
任
は
具
体
的
に

業
務
管
理
、
設
備
管
理
、
人
事
管
理
、

安
全
管
理
、
環
境
管
理
、
情
報
管
理
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
管
理
な
ど
に
つ
い

て
の
役
割
、
責
任
お
よ
び
権
限
が
職
務

分
掌
や
役
割
分
担
表
等
に
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、「
○

○
に
関
す
る
こ
と
」
の
よ
う
な
あ
い
ま

い
な
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
職
務
分
掌
は
全
員
に
公
開
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。
全
員

の
役
割
を
具
体
的
に
「
見
え
る
化
」
し
、

本
人
お
よ
び
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と

で
、
本
人
の
や
る
気
を
高
め
、
関
係
者

か
ら
の
情
報
が
得
ら
れ
や
す
く
な
り
ま

す
。
特
に
業
績
評
価
に
つ
い
て
個
別
に

面
談
し
、
役
割
や
期
待
を
伝
え
る
こ
と

は
、
効
果
的
で
す
。

部
門
長
は
管
理
責
任
者

日
本
で
は
管
理
責
任
者
と
い
う
用
語

は
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
が
、
各
部
門
長

が
管
理
責
任
者
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
総
務
部
長
等
ス
タ
ッ
フ

の
部
長
が
組
織
全
体
の
経
営
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
、
経
営
層
の
承
認
を
得
て
運

用
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
訂
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
各
部
門
長
は
そ
の
部
門
の

経
営
シ
ス
テ
ム
を
他
部
門
の
合
意
を
得

な
が
ら
構
築
し
、
経
営
層
の
承
認
を
得

て
運
用
し
必
要
に
応
じ
て
改
訂
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
各
部
門
長
は
、
管
理
責

任
者
と
し
任
命
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

2.
環
境
方
針
（
図
２
）

環
境
の
視
点
・
観
点
を
含
む
経
営
方

針
の
作
成
と
方
針
達
成
を
確
実
に
す
る

た
め
の
要
求
事
項
で
す
。

方
針
は
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
具
体
的
に

方
針
は
、
従
業
員
に
「
各
人
が
何
を

す
べ
き
か
考
え
行
動
さ
せ
る
た
め
」
と

顧
客
や
利
害
関
係
者
に
「
こ
の
会
社
と

取
引
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
り
、
製

品
・
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
み
よ
う
と

思
わ
せ
た
り
す
る
た
め
」
な
の
で
、
従

業
員
を
含
む
利
害
関
係
者
に
分
か
り
や

す
い
言
葉
で
、
具
体
的
に
示
す
こ
と
が

重
要
で
す
。

環
境
方
針
と
い
う
名
前
は
不
要

環
境
方
針
と
い
う
名
前
の
方
針
を
作

る
必
要
は
な
く
、
環
境
の
視
点
を
加
え

た
改
善
や
法
等
、
要
求
事
項
の
順
守
に

つ
い
て
の
約
束
を
含
む
方
針
が
文
書
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
ま

す
。
環
境
の
視
点
を
加
え
た
改
善
と
い

う
の
は
、ISO

14001

で
使
わ
れ
て
い
る

汚
染
の
予
防
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま

使
う
の
で
は
な
く
、
汚
染
の
予
防
の
内

容
（
例
、
汚
染
物
質
ま
た
は
廃
棄
物
の

発
生
源
の
低
減
ま
た
は
排
除
、
プ
ロ
セ

ス
、
製
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
変
更
、

資
源
の
効
率
的
使
用
、
代
替
材
料
お
よ

び
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
、
再
利
用
、

回
収
、
リ
サ
イ
ク
ル
、
再
生
、
処
理
）

な
ど
を
、
わ
か
り
易
い
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

方
針
の
実
現
を
全
員
で
考
え
る

方
針
を
実
現
す
る
た
め
に
ど
う
す
る

か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

期
首
に
社
長
が
説
明
し
て
方
針
を
掲
示

す
る
の
み
で
な
く
、
方
針
の
実
現
、
目

標
の
達
成
の
た
め
の
意
見
交
換
、
ま
た

方
針
が
実
現
し
て
い
る
か
の
検
証
・
検

討
を
す
る
た
め
の
方
法
（
５
Ｗ
１
Ｈ
）

を
明
確
に
し
、
実
施
し
ま
す
。

3.
計
画
の
具
体
策

３
‐
１
環
境
管
理
項
目
（
図
３
‐
１
）

①最高経営層は、組識の方針を定め、
それを文書化し、実行し、維持する
こと。

②方針は、組識の活動、製品およびサ
ービスの性質、規模および環境影響
に対して適切であること。

③方針には、以下の内容を含めること。
a）継続的改善および汚染の予防に
関する確約

b）環境管理項目に関係して適用さ
れる法令を順守するという確約

c）環境管理項目に関係して組織が
同意する適用可能なその他の要
求事項を順守するという確約

④方針は、目的、目標および経営管理
実施計画を設定し、レビューするた
め、および行動するための枠組みを
与えるようになっていること。

⑤組織は、要員に方針を理解させ、そ
れに基づいた行動ができるようにす
ること。

⑥組織は、方針を一般の人々が入手で
きるようにすること。

図2 環境方針
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管
理
す
べ
き
事
項
を
明
確
に
し
、
そ

の
管
理
す
べ
き
事
項
に
関
係
す
る
人
に

周
知
徹
底
し
、
確
実
に
管
理
出
来
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
要
求
事
項
で
す
。

環
境
課
題
の
「
見
え
る
化
」

中
小
企
業
の
場
合
は
、
環
境
の
観
点

の
課
題
が
見
落
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
管
理
し
た
り
、
改
善
し
た
り
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
環
境
課
題
を
「
見

え
る
化
」
し
、
関
係
者
に
確
実
に
伝
え
、

確
実
に
改
善
し
た
り
、
管
理
出
来
る
よ

う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特
定
し
た
課
題
を
有
効
活
用

活
動
や
サ
ー
ビ
ス
・
製
品
を
変
更
す

る
時
や
、
年
度
末
に
品
質
、
安
全
、
財

務
等
、
色
々
な
観
点
か
ら
課
題
を
特
定

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
特
定
結
果
は

記
録
と
し
て
残
さ
れ
ず
、
活
動
、
サ
ー

ビ
ス
・
製
品
の
変
更
を
行
う
時
や
年
度

末
に
、
毎
度
、
同
じ
よ
う
に
課
題
を
特

定
し
て
い
ま
す
。

規
格
は
、
記
録
を
見
直
す
こ
と
を
要

求
し
て
お
り
、
規
格
の
要
求
事
項
を
満

足
す
る
よ
う
に
改
善
し
た
方
が
、
課
題

を
確
実
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
経

営
シ
ス
テ
ム
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
決
定
し
た
重
点
環
境
管

理
項
目
を
含
む
重
点
経
営
管
理
項
目
の

記
録
を
残
し
関
連
す
る
従
業
員
に
周
知

す
る
こ
と
で
、
新
人
や
異
動
者
に
関
連

す
る
課
題
を
確
実
に
示
す
こ
と
が
出

来
、
経
営
の
効
率
化
を
図
れ
ま
す
。

将
来
の
課
題
も
特
定

管
理
項
目
は
過
去
や
現
在
の
課
題
の

み
で
な
く
、
将
来
の
課
題
（
発
生
が
予

測
さ
れ
る
も
の
も
含
む
）
を
特
定
し
ま

す
。
将
来
の
課
題
は
大
き
な
リ
ス
ク
を

含
ん
で
い
る
も
の
も
あ
り
、
リ
ス
ク
を

回
避
し
た
り
、
許
容
で
き
る
レ
ベ
ル
に

低
減
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
標
に
設
定

し
ま
す
。

ま
た
、
回
避
や
軽
減
で
き
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
第
６
回
で
記
述
す
る
緊

急
事
態
へ
の
準
備
お
よ
び
対
応
の
要
求

事
項
で
対
応
し
ま
す
。
将
来
の
課
題
を

確
実
に
特
定
し
対
応
す
れ
ば
、
事
業
継

続
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｂ
Ｃ
Ｍ
）
が
出
来

ま
す
。
す
な
わ
ち
エ
コ
ス
テ
ー
ジ
の
要

求
事
項
に
対
応
す
れ
ば
Ｂ
Ｃ
Ｍ
も
出
来

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３
‐
２
法
的
お
よ
び

そ
の
他
の
要
求
事
項
（
図
３
‐
２
）

守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
法
律
や
業

界
、
地
域
等
の
利
害
関
係
者
の
要
望
な

ど
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
「
見
え
る

化
」
し
、
関
係
す
る
人
が
情
報
を
利
用
出

来
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
要
求
事
項
で
す
。

法
律
さ
え
な
か
な
か
守
ら
な
い

多
く
の
組
織
で
は
、「
法
令
順
守
は

確
実
に
で
き
て
い
る
」
と
思
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、ISO

14001

を
導
入
す

る
際
の
法
的
要
求
事
項
を
明
確
に
す
る

過
程
で
、
行
政
へ
の
未
届
け
が
あ
っ
た

り
、
産
業
廃
棄
物
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト

管
理
が
適
切
で
な
か
っ
た
り
と
、
法
令

が
順
守
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。
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「環境経営評価・支援システム評価および活用の手引き」一般社団法人エコステージ協会
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入れること。また、非定常時や緊急事態にお
ける環境管理項目についても配慮すること。

③組織は、重点環境管理項目を決定するための
方法を確立し、実施し、維持すること。重点
環境管理項目を決定し、その決定に関する情
報を文書化すること。

④環境管理項目の調査および特定に関する情
報、および重点環境管理項目の決定に関する
情報は、常に最新のものとしておくこと。

⑤組織は、環境経営システムを確立し、実施し、
維持する際に、重点環境管理項目を確実に反
映させること。

⑥組織は、要員に、関連する重点環境管理項目
について理解させておくこと。

図3-1 環境管理項目

①組織は、環境管理項目に関係する以下
の要求事項について、それらを特定す
るための方法を確立し、実施し、維持
すること。その方法に則って、関係す
る要求事項を特定し、リスト化するこ
と。
a）適用される法令の要求事項
b）自ら適用することを決定した法令
の要求事項

c）組織が同意するその他の要求事項

②組織は、特定された要求事項について、
それらを環境管理項目に具体的に関係
付けるための方法を確立し、実施し、
維持すること。

③組織は、特定され、環境管理項目に関
係付けられた法的要求事項およびその
他の要求事項を周知し、情報が利用で
きるようにすること。

④組織は、法的要求事項およびその他の
要求事項の最新情報を調査すること。

図3-2 法的およびその他の要求事項
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守
る
べ
き
こ
と
を
「
見
え
る
化
」
す
る

守
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
、「
法
等

の
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
要
求
事
項
の

特
定
や
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
対
象
が

明
確
に
な
っ
て
（
見
え
る
化
出
来
て
）

い
な
い
」「
実
務
担
当
者
が
何
を
守
ら

な
い
と
い
け
な
い
か
理
解
し
て
い
な

い
」
な
ど
の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

守
ら
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
を
具
体

的
に
「
見
え
る
化
」
す
る
と
共
に
、
守

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
に
、「
見
え

る
化
」
し
た
情
報
を
周
知
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
方
法
（
５
Ｗ

１
Ｈ
）
を
具
体
的
に
決
め
、
実
施
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
法
的
要
求
事
項
等
は
改
定
さ

れ
ま
す
の
で
、
定
期
的
に
見
直
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。
見
直
す
た
め
の
方
法

（
５
Ｗ
１
Ｈ
）
を
明
確
に
決
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

３
‐
３
目
的
、
目
標
お
よ
び
経
営
管
理

実
施
計
画
（
図
３
‐
３
）

方
針
を
実
現
す
る
た
め
、
環
境
の
視

点
を
加
え
た
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目

標
や
法
お
よ
び
そ
の
他
の
要
求
事
項
の

順
守
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
（
５
Ｗ

１
Ｈ
）
を
作
成
す
る
た
め
の
要
求
事
項

で
す
。

目
標
の
「
見
え
る
化
」

ど
ん
な
組
織
に
も
目
標
は
存
在
し
ま

す
が
、「
見
え
る
化
」
出
来
て
い
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。「
見
え
る
化
」
し

て
い
な
い
場
合
は
、
達
成
す
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
で
す
。
目
標
設
定
の
た
め

の
帳
票
を
作
成
し
、
目
標
設
定
お
よ
び

承
認
が
確
実
に
出
来
る
よ
う
に
し
ま

す
。
帳
票
に
は
目
標
設
定
手
順
（
５
Ｗ

１
Ｈ
）
を
明
確
に
し
ま
す
。

目
標
は
進
度
状
況
も
含
め
、
達
成
度

の
評
価
を
可
能
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
目
標
の
設
定
や
見
直
し
を
行
う
場

合
は
、
確
実
に
重
点
環
境
管
理
項
目
を

含
む
、「
経
営
重
点
管
理
項
目
」「
法
等

の
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
要
求
事
項
」
を

確
実
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

目
標
達
成
の
た
め
の
実
施
計
画
作
成

目
標
達
成
に
は
第
三
者
が
見
て
、
ど

の
よ
う
に
実
施
す
る
か
イ
メ
ー
ジ
で
き

る
程
度
に
、
具
体
化
し
た
実
施
計
画

（
５
Ｗ
１
Ｈ
）
を
作
成
し
な
い
と
達
成

は
困
難
で
す
。
目
標
実
施
計
画
を
「
見

え
る
化
」
す
る
た
め
の
帳
票
を
準
備
し
、

「
見
え
る
化
」
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
・
・

次
回
は
実
施
・
実
行
（
Do
）
に
つ
い

て
の
要
求
事
項
と
そ
の
意
図
・
目
的
を

説
明
し
、
環
境
の
視
点
・
観
点
を
加
え

た
経
営
改
善
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

「中小企業向け 環境視点による経営改善テクニック集」経済産業省 関東経済産業局参考文献：

①組織は、業種および業態に対して適切な目的お
よび目標を設定し、文書化すること。

②目的および目標は、方針と整合させること。

③目的および目標は、その達成度が判定可能とな
るように定めること。

④目的および目標を設定する際、およびレビュー
する際に、法的要求事項および組織が同意する
その他の要求事項、並びに重点環境管理項目を
確実に反映させること。

⑤目的および目標を設定する際、およびレビュー
する際に、技術上の選択肢、財務上、運用上お
よび事業上の要求事項、並びに利害関係者の見
解を配慮すること。

⑥目的および目標は、必要な部門および階層で設
定すること。

⑦目的および目標を達成するための経営管理実施
計画を策定すること。

⑧経営管理実施計画には、目的および目標を設定
した部門および階層における責任者を明記する
こと。

⑨経営管理実施計画には、目的および目標を達成
するための具体的手段およびスケジュールを明
記すること。

⑩経営管理実施計画は、関連する部門または階層
の要員に、確実に伝達すること。

図3-3 目的、目標および経営管理実施計画

輸送時の燃料使用
製造時の廃棄物発生
使用時の電気使用
使用時の薬品使用
使用後の廃棄物発生
資源の使用
廃棄物発生
VOC排出
エネルギー使用
輸送燃料使用
梱包廃棄物発生
エネルギー使用
処理薬品使用
廃液の発生
廃棄物発生
材料リユース
薬品流出

製品開発

製　造

製品輸送・販売

製品の使用

製品の廃棄

エネルギー使用
操作性向上
薬品の使用
廃棄コスト

作業ミス発生
規格外品発生

輸送時の破損
納期遅れ
ランニングコスト
故障停止

納品遅れ

製品安全
有害物質使用

挟まれ事故
転倒事故
有害ガス吸入
感電
交通事故発生

薬傷発生
硫化水素中毒

薬傷発生
硫化水素中毒

原材料コスト
製品価格

歩留まり

在庫量増加
資金回転率低下

リサイクル適正化
有害物質代替

排水基準オーバー
騒音・振動
ダイオキシン排出
廃棄物管理
道路交通法違反

PL法

廃棄物処理法

製品の要素 環境管理項目 品質管理項目 財務管理項目 安全衛生管理項目 コンプライアンス管理項目

資料　製品の環境管理項目を含む経営管理項目


